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公布された条例のあらまし

◇鳥取県個人情報保護条例及び鳥取県情報公開条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「行政機関個人情

報保護法」という。）の一部が改正され、個人情報の定義の明確化が行われたこと、行政機関等が保有する個

人情報を加工して特定の個人を識別することができないようにした非識別加工情報を民間事業者に提供するた

めの仕組みが設けられたこと等に伴い、所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 鳥取県個人情報保護条例の一部改正

ア 個人情報の定義に、特定の個人を識別することのできる符号が含まれるもの及び他の情報と照合するこ

とにより特定の個人が識別できることとなるものを加える。

イ 収集等を制限する思想、信条及び信教に関する情報等の機微な内容を含む個人情報は、行政機関個人情

報保護法に規定する要配慮個人情報とする。

ウ 実施機関が非識別加工情報を民間事業者に提供する仕組みに関する規定を設ける。

エ 事業者が取り扱う個人情報の保護に関する知事の事務を廃止する。

オ その他所要の規定の整備を行う。

(２) 鳥取県情報公開条例の一部改正

個人情報の定義について、(１)アに準じて改正する。

(３) 施行期日等

ア 施行期日は、規則で定める日とする(１)ウ及びイに関する事項を除き、平成29年５月30日とする。

イ 鳥取県住民基本台帳法施行条例及び鳥取県附属機関条例について、所要の規定の整理を行う。

◇鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

鳥取県中部地震の発生、人口減少社会の到来及び人口減少対策の取組状況に鑑み、中山間地域において、住

み慣れた地域で安心して暮らすことができる災害に強い安全な地域づくりを進めるとともに、人口減少下でも

安心して暮らし続けられる地域づくり及び人口減少に歯止めをかける地域づくりを強力に推進するため、所要

の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 中山間地域の振興に関する基本方針に、中山間地域の振興は、農林地、宅地その他の土地及び建物等の

適正な保全管理及び有効活用が図られるよう推進されなければならないことを加える。

(２) 県は、中山間地域において重点的に取り組む施策に関する行動指針に客観的指標を設定することとし、

その達成状況を毎年度検証しながら対策を行うものとする。

(３) 県、市町村及び県民等が重点的に取り組む施策について、次の３施策を加える等の見直しを行う。

ア 災害に強い安全な中山間地域づくりの推進に関する施策

イ 移住の推進等による新たな人の流れの創出に関する施策

ウ 子育て環境の整備及び確保に関する施策

(４) 施行期日は、平成29年４月１日とする。

平成29年３月28日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第24号
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条 例
鳥取県個人情報保護条例及び鳥取県情報公開条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成29年３月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第５号

鳥取県個人情報保護条例及び鳥取県情報公開条例の一部を改正する条例

（鳥取県個人情報保護条例の一部改正）

第１条 鳥取県個人情報保護条例（平成11年鳥取県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次 目次

第１章・第２章 略 第１章・第２章 略

第３章 削除 第３章 事業者が取り扱う個人情報の保護（第31条

－第36条）

第４章～第６章 略 第４章～第６章 略

附則 附則

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 意義は、当該各号に定めるところによる。

(１) 個人情報 個人に関する情報であって、次の (１) 個人情報 個人に関する情報であって、特定

いずれかに該当するものをいう。ただし、法人そ の個人が識別され、又は識別され得るものをい

の他の団体に関する情報に含まれる当該法人その う。ただし、法人その他の団体に関する情報に含

他の団体の機関としての情報であって、個人番号 まれる当該法人その他の団体の機関としての情報

（行政手続における特定の個人を識別するための であって、個人番号（行政手続における特定の個

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27 人を識別するための番号の利用等に関する法律

号。以下「番号法」という。）第２条第５項に規 （平成25年法律第27号。以下「番号法」とい

定する個人番号をいう。以下同じ。）をその内容 う。）第２条第５項に規定する個人番号をいう。

に含まないものを除く。 以下同じ。）をその内容に含まないものを除く。

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の

記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁

的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式をい

う。）で作られる記録をいう。以下同じ。）に

記載され、若しくは記録され、又は音声、動作

その他の方法を用いて表された一切の事項（個

人識別符号（行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第58号。以下

「行政機関個人情報保護法」という。）第２条

第３項に規定する政令で定めるものをいう。以

下同じ。）を除く。）をいう。以下同じ。）に

より特定の個人を識別することができるもの

平成29年３月28日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第24号
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（他の情報と照合することができ、それにより

特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。）

イ 個人識別符号が含まれるもの

(２) 要配慮個人情報 行政機関個人情報保護法第

２条第４項に規定する要配慮個人情報をいう。

(３) 略 (２) 略

(３) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共

団体並びに県が設立した地方独立行政法人を除

く。)及び事業を営む個人をいう。

(４)～(６) 略 (４)～(６) 略

（実施機関の責務） （実施機関の責務）

第３条 実施機関は、それぞれの施策を通じて個人情 第３条 実施機関は、それぞれの施策を通じて個人情

報の保護を図らなければならない。 報の保護を図るとともに、個人情報の保護の重要性

に対する県民及び事業者の意識の啓発に努めなけれ

ばならない。

（事業者の責務）

第４条 削除 第４条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識

し、個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個

人情報の保護に関する県の施策に協力しなければな

らない。

（収集の制限） （収集の制限）

第７条 略 第７条 略

２ 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならな ２ 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはな

い。 らない。

(１) 思想、信条及び信教に関する情報

(２) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情

報として、あらかじめ鳥取県個人情報保護審議会

の意見を聴いて規則で定める情報

３ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号 ３ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号

のいずれかに該当するときは、要配慮個人情報を収 のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる個

集することができる。 人情報を収集することができる。

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略

(３) 前２号に掲げる場合のほか、当該要配慮個人 (３) 前２号に掲げる場合のほか、当該個人情報が

情報が必要不可欠であると実施機関が認めると 必要不可欠であると実施機関が認めるとき。

き。

４～６ 略 ４～６ 略

（開示義務） （開示義務）

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に次の 第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に次の

各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を 各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を

除き、当該個人情報を開示しなければならない。 除き、当該個人情報を開示しなければならない。



- 5 -

平成29年３月28日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第24号

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略

(３) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を (３) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を

営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であ 営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であ

って、開示請求者以外の個人情報が含まれるもの って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

又は開示請求者以外の特定の個人を識別すること の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識

はできないが、開示することにより、なお開示請 別することができるもの（他の情報と照合するこ

求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあ とにより、開示請求者以外の特定の個人を識別す

るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 ることができることとなるものを含む。）又は開

示請求者以外の特定の個人を識別することはでき

ないが、開示することにより、なお開示請求者以

外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるも

の。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア～ウ 略 ア～ウ 略

(４)～(８) 略 (４)～(８) 略

（訂正請求に対する決定等） （訂正請求に対する決定等）

第23条 略 第23条 略

２・３ 略 ２・３ 略

４ 実施機関は、個人情報を訂正する旨の決定をした ４ 実施機関は、個人情報を訂正する旨の決定をした

ときは、速やかに、訂正請求に係る個人情報を訂正 ときは、速やかに、訂正請求に係る個人情報を訂正

するとともに、必要があると認めるときは、当該個 するとともに、必要があると認めるときは、当該個

人情報の提供先（番号法第23条第１項及び第２項 人情報の提供先（番号法第23条第１項及び第２項に

（番号法第26条において準用する場合を含む。）に 規定する記録に記録された個人情報の訂正にあって

規定する記録に記録された個人情報の訂正にあって は、総務大臣及び番号法第19条第７号に規定する情

は、総務大臣及び番号法第19条第７号に規定する情 報照会者又は情報提供者）に対し、その旨を通知し

報照会者若しくは情報提供者又は同条第８号に規定 なければならない。

する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係

情報提供者）に対し、その旨を通知しなければなら

ない。

（利用停止請求） （利用停止請求）

第24条の３ 何人も、第15条第１項又は第19条第２項 第24条の３ 何人も、第15条第１項又は第19条第２項

の規定により開示を受けた自己に関する個人情報 の規定により開示を受けた自己に関する個人情報

（番号法第23条第１項及び第２項（番号法第26条に （番号法第23条第１項及び第２項に規定する記録に

おいて準用する場合を含む。）に規定する記録に記 記録されたものを除く。）が次の各号のいずれかに

録されたものを除く。）が次の各号のいずれかに該 該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各

当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号 号に定める措置（以下「利用停止」という。）を請

に定める措置（以下「利用停止」という。）を請求 求することができる。

することができる。

(１) 第７条の規定に違反して収集されたとき、第 (１) 第７条の規定に違反して収集されたとき、第

８条の規定に違反して利用されているとき、第９ ８条の規定に違反して利用されているとき、第９

条第３項の規定に違反して消去されていないとき 条第３項の規定に違反して消去されていないとき

又は番号法第29条の規定に違反して作成された特 又は番号法第28条の規定に違反して作成された特

定個人情報ファイル（番号法第２条第９項に規定 定個人情報ファイル（番号法第２条第９項に規定

する特定個人情報ファイルをいう。）に記録され する特定個人情報ファイルをいう。）に記録され
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ているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去 ているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(２) 略 (２) 略

２ 略 ２ 略

第３章 削除 第３章 事業者が取り扱う個人情報の保護

（事業者による措置）

第31条から第36条まで 削除 第31条 事業者は、個人情報を取り扱うときは、法令

に即して個人の権利利益を保護するために必要な措

置を講じなければならない。

（指針の作成等）

第32条 知事は、あらかじめ鳥取県個人情報保護審議

会の意見を聴いて、事業者が個人情報を取り扱う際

に準拠すべき指針を作成し、これを公表しなければ

ならない。

２ 知事は、事業者に対して、前項の指針を勘案し

て、必要な指導及び助言を行うことができる。

（報告及び公表）

第33条 知事は、この条例の施行に必要な限度におい

て、事業者に対して、報告又は資料の提出を求める

ことができる。

２ 知事は、事業者が正当な理由なく前項の報告又は

資料の提出をしないときは、規則で定めるところに

より、その旨を公表することができる。

（勧告及び公表）

第34条 知事は、事業者による個人情報の取扱いが著

しく不適正であると認めるときは、当該事業者に対

して、その取扱いを是正するよう勧告することがで

きる。

２ 知事は、前項の規定による勧告を行おうとすると

きは、あらかじめ鳥取県個人情報保護審議会の意見

を聴くとともに、規則で定めるところにより、事業

者に弁明の機会を与えなければならない。

３ 知事は、事業者が第１項の規定による勧告に従わ

ないときは、規則で定めるところにより、その旨を

公表することができる。

（苦情の処理）

第35条 知事は、事業者による個人情報の取扱いに関

して苦情の申出があったときは、速やかに、これを

処理しなければならない。
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（国等との協力）

第36条 知事は、事業者による個人情報の取扱いに関

して個人の権利利益を保護するために必要があると

認めるときは、国等に協力を要請し、又は国等の協

力の要請に応ずるものとする。

（鳥取県個人情報保護審議会） （鳥取県個人情報保護審議会）

第37条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県個人 第37条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県個人

情報保護審議会（以下「審議会」という。）を設置 情報保護審議会（以下「審議会」という。）を設置

する。 する。

(１) 第６条第３項第４号、第７条第５項及び第８ (１) 第６条第３項第４号、第７条第２項第２号及

条第２項の規定により、実施機関に意見を述べる び第５項、第８条第２項、第32条第１項並びに第

こと。 34条第２項の規定により、実施機関に意見を述べ

ること。

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略

２～７ 略 ２～７ 略

第２条 鳥取県個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次 目次

第１章 総則（第１条－第４条） 第１章 総則（第１条－第５条）

第２章 実施機関が取り扱う個人情報の保護 第２章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第１節 個人情報の取扱い（第５条－第11条） 第１節 個人情報の取扱い（第６条－第11条）

第２節・第３節 略 第２節・第３節 略

第３章 実施機関非識別加工情報の提供（第31条－ 第３章 削除

第46条）

第４章 鳥取県個人情報保護審議会（第47条－第51 第４章 鳥取県個人情報保護審議会（第37条－第37

条） 条の５）

第５章 雑則（第52条－第54条） 第５章 雑則（第38条－第40条）

第６章 罰則（第55条－第60条） 第６章 罰則（第41条－第46条）

附則 附則

（目的） （目的）

第１条 この条例は、個人の尊厳と基本的人権の尊重 第１条 この条例は、個人の尊厳と基本的人権の尊重

が社会の基礎であるとの見地から個人情報の保護が が社会の基礎であるとの見地から個人情報の保護が

重要であることに鑑み、個人情報の適正な取扱いの 重要であることに鑑み、個人情報の適正な取扱いの

確保に関し必要な事項を定め、県の管理する個人情 確保に関し必要な事項を定めるとともに、県の管理

報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止 する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び

を求める権利を明らかにするとともに、実施機関非 提供の停止を求める権利を明らかにし、もって個人

識別加工情報の提供に関する事項を定めることによ の権利利益の保護を図ることを目的とする。

り、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利

益の保護を図ることを目的とする。



- 8 -

平成29年３月28日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第24号

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 意義は、当該各号に定めるところによる。

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略

(７) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成

し、又は取得した個人情報（生存する個人のもの

に限る。）であって、当該実施機関の職員が組織

的に利用するものとして、当該実施機関が保有し

ているものをいう。ただし、公文書等に記録され

ているものに限る。

(８) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報

の集合物であって、次に掲げるものをいう。

ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保

有個人情報を電子計算機を用いて検索すること

ができるように体系的に構成したもの

イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を

達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索する

ことができるように体系的に構成したもの

(９) 非識別加工情報 次のいずれかに掲げる個人

情報（他の情報と照合することができ、それによ

り特定の個人を識別することができることとなる

もの（他の情報と容易に照合することができ、そ

れにより特定の個人を識別することができること

となるものを除く。）を除く。以下この号におい

て同じ。）の区分に応じてそれぞれに定める措置

を講じて特定の個人を識別することができない

（個人に関する情報について、当該個人に関する

情報に含まれる記述等により、又は当該個人に関

する情報が他の情報と照合することができる個人

に関する情報である場合にあっては他の情報（当

該個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情

報その他の規則で定める情報を除く。）と照合す

ることにより、特定の個人を識別することができ

ないことをいう。第39条第１項において同じ。）

ように個人情報を加工して得られる個人に関する

情報であって、当該個人情報を復元することがで

きないようにしたものをいう。

ア 第２条第１号アに該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる記述等の一部を削除すること

（当該一部の記述等を復元することのできる規

則性を有しない方法により他の記述等に置き換

えることを含む。）。

イ 第２条第１号イに該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除す
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ること（当該個人識別符号を復元することので

きる規則性を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。）。

(10) 実施機関非識別加工情報 次のいずれにも該

当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報

（他の情報と照合することができ、それにより特

定の個人を識別することができることとなるもの

（他の情報と容易に照合することができ、それに

より特定の個人を識別することができることとな

るものを除く。）を除く。以下この号において同

じ。）の全部又は一部（これらの一部に鳥取県情

報公開条例（平成12年鳥取県条例第２号）第９条

第２項に規定する非開示情報（同項第２号に掲げ

る情報を除く。以下この号において同じ。）が含

まれているときは、当該非開示情報に該当する部

分を除く。）を加工して得られる非識別加工情報

をいう。

ア 第６条第２項各号のいずれかに該当するもの

又は同条第３項の規定により同条第１項に規定

する個人情報ファイル簿に掲載しないこととさ

れるものではないもの

イ 実施機関に対し、当該個人情報ファイルを構

成する保有個人情報が記録されている公文書等

の鳥取県情報公開条例第５条の規定による開示

の請求があったとしたならば、当該実施機関が

次のいずれかを行うこととなるもの

(ア) 当該公文書等に記録されている保有個人

情報の全部又は一部を開示する旨の決定をす

ること。

(イ) 鳥取県情報公開条例第14条第１項又は第

２項の規定により意見書の提出の機会を与え

ること。

ウ 行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲

内で、第39条第１項の基準に従い、当該個人情

報ファイルを構成する保有個人情報を加工して

非識別加工情報を作成することができるもの

(11) 実施機関非識別加工情報ファイル 実施機関

非識別加工情報を含む情報の集合物であって、次

に掲げるものをいう。

ア 特定の実施機関非識別加工情報を電子計算機

を用いて検索することができるように体系的に

構成したもの

イ アに掲げるもののほか、特定の実施機関非識

別加工情報を容易に検索することができるよう

に体系的に構成したものとして規則で定めるも
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の

(12) 実施機関非識別加工情報取扱事業者 実施機

関非識別加工情報ファイルを事業の用に供してい

る者（国及び地方公共団体並びに県が設立した地

方独立行政法人を除く。）をいう。

第４条 削除

（県民の責務） （県民の責務）

第４条 略 第５条 略

（個人情報取扱事務の登録） （個人情報取扱事務の登録）

第５条 略 第６条 略

２ 略 ２ 略

３ 前２項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務に ３ 前２項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務に

ついては、適用しない。 ついては、適用しない。

(１) 公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第 (１) 公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第

120号）第２条第１項に規定する国家公務員（独 120号）第２条第１項に規定する国家公務員（独

立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２ 立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２

条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員 条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員

を除く。)、独立行政法人等（独立行政法人等の を除く。)、独立行政法人等（独立行政法人等の

保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年 保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年

法律第59号。以下「独立行政法人等個人情報保護 法律第59号）第２条第１項に規定する独立行政法

法」という。）第２条第１項に規定する独立行政 人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方

法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地 公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定

方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規 する地方公務員、地方独立行政法人の役員及び職

定する地方公務員、地方独立行政法人の役員及び 員並びに鳥取県住宅供給公社及び鳥取県土地開発

職員並びに鳥取県住宅供給公社及び鳥取県土地開 公社（以下「公社」という。）の役員及び職員を

発公社（以下「公社」という。）の役員及び職員 いう。以下同じ。）又は公務員等であった者の個

をいう。以下同じ。）又は公務員等であった者の 人情報であって、当該公務員等又は公務員等であ

個人情報であって、当該公務員等又は公務員等で った者の職務の遂行に関するものを取り扱う事務

あった者の職務の遂行に関するものを取り扱う事

務

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略

４～６ 略 ４～６ 略

（個人情報ファイル簿の作成及び公表）

第６条 実施機関は、当該実施機関が保有している個

人情報ファイルについて、規則で定める事項を記載

した帳簿（以下「個人情報ファイル簿」という。）

を作成し、公表しなければならない。

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルにつ

いては、適用しない。

(１) 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づ

く犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持の
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ために作成し、又は取得する個人情報ファイル

(２) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個

人情報ファイルであって、専らその人事、給与若

しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる

事項を記録するもの（実施機関が行う職員の採用

試験に関する個人情報ファイルを含む。）

(３) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するた

めの個人情報ファイル

(４) 個人情報ファイルに記録される個人情報（以

下「記録情報」という。）であって、１年以内に

消去されることとなるもののみを記録する個人情

報ファイル

(５) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業

務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録

した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の

相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要

な事項のみを記録するもの

(６) 実施機関の職員が学術研究の用に供するため

その発意に基づき作成し、又は取得する個人情報

ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究

の目的のために利用するもの

(７) 本人の数が規則で定める数に満たない個人情

報ファイル

(８) 第２号から前号までに掲げる個人情報ファイ

ルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファ

イル

３ 第１項の規定にかかわらず、実施機関は、個人情

報ファイルに記載される項目（以下「記録項目」と

いう。）の一部若しくは次に掲げる事項を個人情報

ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人

情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に

係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい

支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記

録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個

人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しない

ことができる。

(１) 記録情報の収集方法

(２) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に

提供する場合には、その提供先

(利用及び提供の制限) (利用及び提供の制限)

第８条 実施機関は、登録簿に登録された目的（第５ 第８条 実施機関は、登録簿に登録された目的（第６

条第３項各号に掲げる事務及び同条第４項の規定に 条第３項各号に掲げる事務及び同条第４項の規定に

より登録簿に登録しない事務については、実施機関 より登録簿に登録しない事務については、実施機関

があらかじめ定める目的。以下「利用目的」とい があらかじめ定める目的）以外の目的のために個人
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う。）以外の目的のために個人情報を実施機関にお 情報を実施機関において利用し、又は実施機関以外

いて利用し、又は実施機関以外のものに提供しては のものに提供してはならない。ただし、次の各号の

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する いずれかに該当するときは、この限りでない。

ときは、この限りでない。

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略

２～６ 略 ２～６ 略

（委託等に伴う措置等） （委託等に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報（実施機関非識別加工 第11条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う業務を

情報及び削除情報（第31条第３項に規定する削除情 委託するときは、当該委託契約において、委託を受

報をいう。第45条第１項において同じ。）に該当す けた者が講ずるべき個人情報保護のために必要な措

るものを除く。以下この条において同じ。）の取扱 置を明らかにして、当該業務において取り扱う個人

いを伴う業務を委託するときは、当該委託契約にお 情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に

いて、委託を受けた者が講ずるべき個人情報保護の 対する必要かつ適切な監督を行わなければならな

ために必要な措置を明らかにして、当該業務におい い。

て取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、委

託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わな

ければならない。

２～４ 略 ２～４ 略

（開示義務） （開示義務）

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に次の 第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に次の

各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を 各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を

除き、当該個人情報を開示しなければならない。 除き、当該個人情報を開示しなければならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地 (４) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地

方公共団体、地方独立行政法人、公社及び鳥取県 方公共団体、地方独立行政法人、公社及び鳥取県

情報公開条例第２条第１項第４号に規定する全部 情報公開条例（平成12年鳥取県条例第２号）第２

出資法人（以下「全部出資法人」という。）を除 条第１項第４号に規定する全部出資法人（以下

く。）に関する情報（同条例第７条第５項に規定 「全部出資法人」という。）を除く。）に関する

する指定管理情報（以下「指定管理情報」とい 情報（同条例第７条第５項に規定する指定管理情

う。）を除く。）又は開示請求者以外の個人が営 報（以下「指定管理情報」という。）を除く。）

む事業に関する情報であって、開示することによ 又は開示請求者以外の個人が営む事業に関する情

り、当該法人その他の団体又は個人の競争上又は 報であって、開示することにより、当該法人その

事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認 他の団体又は個人の競争上又は事業運営上の地位

められるもの その他正当な利益を害すると認められるもの

(５)～(８) 略 (５)～(８) 略

（費用負担） （費用負担）

第20条 この条例（第３章を除く。）の規定により文 第20条 この条例の規定により文書等又は磁気テープ

書等又は磁気テープ等に記録されている個人情報を 等に記録されている個人情報を印字装置により出力

印字装置により出力した物の写しの交付その他の物 した物の写しの交付その他の物品の供与を受ける者

品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負 は、当該供与に要する費用を負担しなければならな

担しなければならない。 い。

２ 略 ２ 略
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第３章 実施機関非識別加工情報の提供 第３章 削除

（実施機関非識別加工情報の作成及び提供等）

第31条 実施機関は、実施機関非識別加工情報（実施 第31条から第36条まで 削除

機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限

る。以下この章において同じ。）を作成し、及び提

供することができる。

２ 実施機関は、法令又は条例に基づく場合を除き、

利用目的以外の目的のために実施機関非識別加工情

報及び削除情報（保有個人情報に該当するものに限

る。）を自ら利用し、又は提供してはならない。

３ 前項の「削除情報」とは、実施機関非識別加工情

報の作成に用いた保有個人情報（他の情報と照合す

ることができ、それにより特定の個人を識別するこ

とができることとなるもの（他の情報と容易に照合

することができ、それにより特定の個人を識別する

ことができることとなるものを除く。）を除く。以

下この章において同じ。）から削除した記述等及び

個人識別符号をいう。

（提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への

記載）

第32条 実施機関は、当該実施機関が保有している個

人情報ファイルが第２条第10号のアからウまでのい

ずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報

ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲

げる事項を記載しなければならない。

(１) 第34条第１項の提案の募集をする個人情報

ファイルである旨

(２) 第34条第１項の提案を受ける組織の名称及び

所在地

(３) 当該個人情報ファイルが第２条第10号イ(イ)

に該当するときは、第37条第１項又は第２項の規

定により意見書の提出の機会が与えられる旨

（提案の募集）

第33条 実施機関は、規則で定めるところにより、定

期的に、当該実施機関が保有している個人情報ファ

イル（個人情報ファイル簿に前条第１号に掲げる事

項の記載があるものに限る。以下この章において同

じ。）について、次条第１項の提案を募集するもの

とする。

（実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業
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に関する提案）

第34条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファ

イルを構成する保有個人情報を加工して作成する実

施機関非識別加工情報をその事業の用に供する実施

機関非識別加工情報取扱事業者になろうとする者

は、実施機関に対し、当該事業に関する提案をする

ことができる。

２ 前項の提案は、規則で定めるところにより、次に

掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してし

なければならない。

(１) 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居

所並びに法人その他の団体にあっては、その代表

者の氏名

(２) 提案に係る個人情報ファイルの名称

(３) 提案に係る実施機関非識別加工情報の本人の

数

(４) 前号に掲げるもののほか、提案に係る実施機

関非識別加工情報の作成に用いる第39条第１項の

規定による加工の方法を特定するに足りる事項

(５) 提案に係る実施機関非識別加工情報の利用の

目的及び方法その他当該実施機関非識別加工情報

がその用に供される事業の内容

(６) 提案に係る実施機関非識別加工情報を前号の

事業の用に供しようとする期間

(７) 提案に係る実施機関非識別加工情報の漏えい

の防止その他当該実施機関非識別加工情報の適切

な管理のために講ずる措置

(８) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事

項

３ 前項の書面には、次に掲げる書面その他規則で定

める書類を添付しなければならない。

(１) 第１項の提案をする者が次条各号のいずれに

も該当しないことを誓約する書面

(２) 前項第５号の事業が新たな産業の創出又は活

力ある経済社会若しくは豊かな県民生活の実現に

資するものであることを明らかにする書面

（欠格事由）

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第

１項又は第41条第１項の提案をすることができな

い。

(１) 未成年者、成年被後見人又は被保佐人

(２) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(３) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの条例、個

人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57
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号）、行政機関個人情報保護法若しくは独立行政

法人等個人情報保護法の規定により刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から起算して２年を経過しない者

(４) 第44条の規定により実施機関非識別加工情報

の利用に関する契約を解除され、その解除の日か

ら起算して２年を経過しない者

(５) 行政機関個人情報保護法第44条の14の規定に

より行政機関個人情報保護法第２条第９項に規定

する行政機関非識別加工情報（同条第10項に規定

する行政機関非識別加工情報ファイルを構成する

ものに限る。）の利用に関する契約を解除され、

その解除の日から起算して２年を経過しない者

(６) 独立行政法人等個人情報保護法第44条の14の

規定により独立行政法人等個人情報保護法第２条

第９項に規定する独立行政法人等非識別加工情報

（同条第10項に規定する独立行政法人等非識別加

工情報ファイルを構成するものに限る。）の利用

に関する契約を解除され、その解除の日から起算

して２年を経過しない者

(７) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定す

る暴力団の構成員又は暴力団若しくはその構成員

（以下「暴力団等」という。）の利益につながる

活動を行い、若しくは暴力団等と密接な関係を有

する者

(８) 法人その他の団体であって、その役員のうち

に前各号のいずれかに該当する者があるもの

（提案の審査等）

第36条 実施機関は、第34条第１項の提案があったと

きは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどう

かを審査しなければならない。

(１) 第34条第１項の提案をした者が前条各号のい

ずれにも該当しないこと。

(２) 第34条第２項第３号の提案に係る実施機関非

識別加工情報の本人の数が、実施機関非識別加工

情報の効果的な活用の観点からみて規則で定める

数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイ

ルを構成する保有個人情報の本人の数以下である

こと。

(３) 第34条第２項第３号及び第４号に掲げる事項

により特定される加工の方法が第39条第１項の基

準に適合するものであること。

(４) 第34条第２項第５号の事業が新たな産業の創
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出又は活力ある経済社会若しくは豊かな県民生活

の実現に資するものであること。

(５) 第34条第２項第６号の期間が実施機関非識別

加工情報の効果的な活用の観点からみて規則で定

める期間を超えないものであること。

(６) 第34条第２項第５号の提案に係る実施機関非

識別加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第

７号の措置が当該実施機関非識別加工情報の本人

の権利利益を保護するために適切なものであるこ

と。

(７) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基

準に適合するものであること。

２ 実施機関は、前項の規定により審査した結果、第

34条第１項の提案が前項各号に掲げる基準に適合す

ると認めるときは、規則で定めるところにより、当

該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知する

ものとする。

(１) 第38条の規定により実施機関との間で実施機

関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する

ことができる旨

(２) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項

３ 実施機関は、第１項の規定により審査した結果、

第34条第１項の提案が第１項各号に掲げる基準のい

ずれかに適合しないと認めるときは、規則で定める

ところにより、当該提案をした者に対し、理由を付

して、その旨を通知するものとする。

（私人に対する意見書提出の機会の付与等）

第37条 第34条第１項の提案に係る個人情報ファイル

に私人（国、独立行政法人等、地方公共団体、地方

独立行政法人、公社及び全部出資法人以外の者をい

い、当該提案をした者を除く。以下この条及び第43

条第１号アにおいて同じ。）に関する情報が含まれ

ており、当該個人情報ファイルに係る個人情報ファ

イル簿に第32条第３号に掲げる事項の記載があると

きは、実施機関は、前条第２項の通知をするに当た

って、当該私人に対し、意見書を提出する機会を与

えることができる。

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、前条第２項の通知に先立ち、当該私人に対し、

意見書を提出する機会を与えなければならない。た

だし、当該私人の所在が判明しないときは、この限

りでない。

(１) 私人に関する情報が含まれている個人情報

ファイルであって個人情報ファイル簿に第32条第
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３号に掲げる事項の記載があるものについて、当

該情報が人の生命、健康、生活又は財産を保護す

るため、公にすることが必要である情報に該当す

ると認められる場合に前条第２項の通知をしよう

とするとき。

(２) 私人に関する情報が含まれている個人情報

ファイルであって個人情報ファイル簿に第32条第

３号に掲げる事項の記載があるものについて、当

該情報が公にすることが公益上必要であり、か

つ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがな

い情報（規則で定めるものを除く。）に該当する

と認められる場合に前条第２項の通知をしようと

するとき。

３ 前２項の規定により意見書の提出の機会を与えら

れた私人が第34条第１項の提案に係る実施機関非識

別加工情報の作成に反対の意思を表示した意見書を

提出したときは、当該提案に係る個人情報ファイル

から当該私人を本人とする保有個人情報を除いた部

分を当該提案に係る個人情報ファイルとみなして、

この章の規定を適用する。

（実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の締

結）

第38条 第36条第２項又は第42条第２項の規定による

通知を受けた者は、規則で定めるところにより、実

施機関との間で、実施機関非識別加工情報の利用に

関する契約を締結することができる。

（実施機関非識別加工情報の作成等）

第39条 実施機関は、実施機関非識別加工情報を作成

するときは、特定の個人を識別することができない

ように及びその作成に用いる保有個人情報を復元す

ることができないようにするために必要なものとし

て規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加

工しなければならない。

２ 前項の規定は、実施機関から実施機関非識別加工

情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う

場合について準用する。

（実施機関非識別加工情報に関する事項の個人情報

ファイル簿への記載）

第40条 実施機関は、実施機関非識別加工情報を作成

したときは、当該実施機関非識別加工情報の作成に

用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについ

ては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載
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しなければならない。

(１) 実施機関非識別加工情報の概要として規則で

定める事項

(２) 次条第１項の提案を受ける組織の名称及び所

在地

(３) 次条第１項の提案をすることができる期間

（作成された実施機関非識別加工情報をその用に供し

て行う事業に関する提案）

第41条 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条

第１号に掲げる事項が記載された実施機関非識別加

工情報をその事業の用に供する実施機関非識別加工

情報取扱事業者になろうとする者は、実施機関に対

し、当該事業に関する提案をすることができる。当

該実施機関非識別加工情報について第38条の規定に

より実施機関非識別加工情報の利用に関する契約を

締結した者が、当該実施機関非識別加工情報をその

用に供する事業を変更しようとするときも、同様と

する。

２ 前項の提案は、規則で定めるところにより、次に

掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してし

なければならない。

(１) 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居

所並びに法人その他の団体にあっては、その代表

者の氏名

(２) 提案に係る実施機関非識別加工情報を特定す

るに足りる事項

(３) 提案に係る実施機関非識別加工情報の利用の

目的及び方法その他当該実施機関非識別加工情報

がその用に供される事業の内容

(４) 提案に係る実施機関非識別加工情報を前号の

事業の用に供しようとする期間

(５) 提案に係る実施機関非識別加工情報の漏えい

の防止その他当該実施機関非識別加工情報の適切

な管理のために講ずる措置

(６) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事

項

３ 前項の書面には、次に掲げる書面その他規則で定

める書類を添付しなければならない。

(１) 第１項の提案をする者が第35条各号のいずれ

にも該当しないことを誓約する書面

(２) 前項第３号の事業が新たな産業の創出又は活

力ある経済社会若しくは豊かな県民生活の実現に

資するものであることを明らかにする書面
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（提案の審査等)

第42条 実施機関は、前条第１項の提案があったとき

は、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうか

を審査しなければならない。

(１) 前条第１項の提案をした者が第35条各号のい

ずれにも該当しないこと。

(２) 前条第２項第３号の事業が新たな産業の創出

又は活力ある経済社会若しくは豊かな県民生活の

実現に資するものであること。

(３) 前条第２項第４号の期間が実施機関非識別加

工情報の効果的な活用の観点からみて規則で定め

る期間を超えないものであること。

(４) 前条第２項第３号の提案に係る実施機関非識

別加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第５

号の措置が当該実施機関非識別加工情報の本人の

権利利益を保護するために適切なものであるこ

と。

(５) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基

準に適合するものであること。

２ 実施機関は、前項の規定により審査した結果、前

条第１項の提案が前項各号に掲げる基準に適合する

と認めるときは、規則で定めるところにより、当該

提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するも

のとする。

(１) 第38条の規定により実施機関との間で実施機

関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する

ことができる旨

(２) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項

３ 実施機関は、第１項の規定により審査した結果、

前条第１項の提案が第１項各号に掲げる基準のいず

れかに適合しないと認めるときは、規則で定めると

ころにより、当該提案をした者に対し、理由を付し

て、その旨を通知するものとする。

（手数料）

第43条 第38条の規定により実施機関非識別加工情報

の利用に関する契約を締結する者は、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手

数料を規則で定めるところにより納めなければなら

ない。

(１) 第36条第２項の規定による通知を受けた者

19,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額

ア 第37条第１項又は第２項の規定により意見書

の提出の機会を与える同条第１項に規定する私

人１人につき200円（当該機会を与える場合に
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限る。）

イ 実施機関非識別加工情報の作成に要する時間

１時間までごとに3,600円

ウ 実施機関非識別加工情報の作成の委託を受け

た者に対して支払う額（当該委託をする場合に

限る。）

(２) 前条第２項の規定による通知を受けた者 次

に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア イ以外の者 当該実施機関非識別加工情報に

ついて、前号に掲げる者が納付しなければなら

ない手数料の額と同一の額

イ 第38条の規定により当該実施機関非識別加工

情報の利用に関する契約を締結した者 11,400

円

（実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の解

除）

第44条 実施機関は、第38条の規定により実施機関非

識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が次

の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解

除することができる。

(１) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結

したとき。

(２) 第35条各号のいずれかに該当することとなっ

たとき。

(３) 当該契約において定められた事項について重

大な違反があったとき。

（安全確保の措置）

第45条 実施機関は、実施機関非識別加工情報、削除

情報及び第39条第１項の規定により行った加工の方

法に関する情報（以下この条及び次条において「実

施機関非識別加工情報等」という。）の漏えいを防

止するために必要なものとして規則で定める基準に

従い、実施機関非識別加工情報等の適切な管理のた

めに必要な措置を講じなければならない。

２ 前項の規定は、実施機関から実施機関非識別加工

情報等の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を

行う場合について準用する。

（従事者の義務）

第46条 実施機関非識別加工情報等の取扱いに従事す

る実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条

第２項の受託業務に従事している者若しくは従事し

ていた者は、その業務に関して知り得た実施機関非
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識別加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用してはならない。

（鳥取県個人情報保護審議会） （鳥取県個人情報保護審議会）

第47条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県個人 第37条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県個人

情報保護審議会（以下「審議会」という。）を設置 情報保護審議会（以下「審議会」という。）を設置

する。 する。

(１) 第５条第３項第４号、第７条第５項及び第８ (１) 第６条第３項第４号、第７条第５項及び第８

条第２項の規定により、実施機関に意見を述べる 条第２項の規定により、実施機関に意見を述べる

こと。 こと。

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略

２～７ 略 ２～７ 略

（審議会の調査権限） （審議会の調査権限）

第48条 略 第37条の２ 略

２～５ 略 ２～５ 略

６ 前各項に定めるもののほか、審議会は、前条第１ ６ 前各項に定めるもののほか、審議会は、第37条第

項の事務を行うため必要と認める者に対して、出席 １項の事務を行うため必要と認める者に対して、出

を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出 席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提

を求めることができる。 出を求めることができる。

（意見の陳述） （意見の陳述）

第49条 略 第37条の３ 略

（意見書等の提出） （意見書等の提出）

第50条 略 第37条の４ 略

（答申書の送付等） （答申書の送付等）

第51条 略 第37条の５ 略

（適用除外） （適用除外）

第52条 略 第38条 略

（運用状況の公表） （運用状況の公表）

第53条 略 第39条 略

（規則への委任） （規則への委任）

第54条 略 第40条 略

（罰則） （罰則）

第55条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は 第41条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は

第11条若しくは第45条第２項の規定に基づき個人情 第11条の規定に基づき個人情報を取り扱う業務に従

報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事し 事している者若しくは従事していた者が、正当な理

ていた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に 由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録され

属する事項が記録された第２条第８号アに係る個人 た公文書等であって、一定の事務の目的を達成する
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情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加 ために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索す

工したものを含む。）を提供したときは、２年以下 ることができるように体系的に構成したもの（その

の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 全部又は一部を複製し、又は加工したものを含

む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は100

万円以下の罰金に処する。

第56条 前条に規定する者が、その業務に関して知り 第42条 前条に規定する者が、その業務に関して知り

得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利 得た公文書等に記録された個人情報を自己若しくは

益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年 第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用

以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処する。

第57条 略 第43条 略

第58条 第47条第６項の規定に違反して秘密を漏らし 第44条 第37条第６項の規定に違反して秘密を漏らし

た者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処 た者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処

する。 する。

第59条 第55条から前条までの規定は、県の区域外に 第45条 第41条から前条までの規定は、県の区域外に

おいてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 おいてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第60条 略 第46条 略

（鳥取県情報公開条例の一部改正）

第３条 鳥取県情報公開条例（平成12年鳥取県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（開示義務） （開示義務）

第９条 略 第９条 略

２ 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に ２ 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に

掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、前 掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、前

項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る公文書 項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る公文書

を開示しないものとする。 を開示しないものとする。

(１) 略 (１) 略

(２) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事 (２) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事

業に関する情報を除く。第12条第１号において同 業に関する情報を除く。第12条第１号において同

じ。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年 じ。）であって、特定の個人が識別され、若しく

月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的 は識別され得るもの又は特定の個人を識別するこ

記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、 とはできないが、公にすることにより、なお個人

動作その他の方法を用いて表された一切の事項を の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただ

いう。）により特定の個人を識別することができ し、次に掲げる情報を除く。

るもの（他の情報と照合することができ、それに

より特定の個人を識別することができることとな

るものを含む。）又は特定の個人を識別すること
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はできないが、公にすることにより、なお個人の

権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。

ア～エ 略 ア～エ 略

(３)～(８) 略 (３)～(８) 略

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成29年５月30日から施行する。ただし、第２条、次項及び附則第３項の規定は、同日以降の

規則で定める日から施行する。

（鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部改正）

２ 鳥取県住民基本台帳法施行条例（平成14年鳥取県条例第42号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

(本人確認情報の保護に関する審議会) (本人確認情報の保護に関する審議会)

第６条 法第30条の40第１項に規定する本人確認情報 第６条 法第30条の40第１項に規定する本人確認情報

の保護に関する審議会は、鳥取県個人情報保護条例 の保護に関する審議会は、鳥取県個人情報保護条例

(平成11年鳥取県条例第３号)第47条第１項の規定に (平成11年鳥取県条例第３号)第37条第１項の規定に

より設置された鳥取県個人情報保護審議会(以下 より設置された鳥取県個人情報保護審議会(以下

「審議会」という。)とする。 「審議会」という。)とする。

２ 略 ２ 略

（鳥取県附属機関条例の一部改正）

３ 鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例第53号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名称 調査審議する事項 名称 調査審議する事項

略 略

鳥取県個人情 (１) 鳥取県個人情報保護条例 鳥取県個人情 (１) 鳥取県個人情報保護条例

報保護審議会 （平成11年鳥取県条例第３号） 報保護審議会 （平成11年鳥取県条例第３号）

第47条第１項各号に掲げる事項 第37条第１項各号に掲げる事項

(２) 略 (２) 略

略 略
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鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成29年３月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第６号

鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例の一部を改正する条例

鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例（平成20年鳥取県条例第63号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

鳥取県の中山間地域は、豊かな自然や景観、歴史と 鳥取県の中山間地域は、豊かな自然や景観、歴史と

文化に育まれ、地域住民の生活の場としてのみなら 文化にはぐくまれ、地域住民の生活の場としてのみな

ず、県土の保全、食料の供給、水源のかん養、地球温 らず、県土の保全、食料の供給、水源のかん養、地球

暖化の防止等の多面的・公益的な機能を有しており、 温暖化の防止等の多面的・公益的な機能を有してお

自然や食、災害に強い人と人、人と地域とのきずなの り、自然や食等を大切にし、物質的な豊かさよりも心

強さ等を大切にし、物質的な豊かさよりも心の豊かさ の豊かさを大切にする価値観や生活様式をはぐくむ場

を大切にする価値観や生活様式を育む場でもある。 でもある。

この県民共有の財産である中山間地域は、長い年月 この県民共有の財産である中山間地域は、長い年月

をかけて先人たちが大切に守り育ててきたものであ をかけて先人たちが大切に守り育ててきたものであ

り、私たちは久しくその恵みを享受してきた。 り、私たちは久しくその恵みを享受してきた。

しかしながら、中山間地域の現状をみると、森林の しかしながら、中山間地域の現状をみると、森林の

荒廃、耕作放棄地の増加、生活交通機能の縮小、買い 荒廃、耕作放棄地の増加、生活交通機能の縮小、買い

物困難地域の拡大等に加え、過疎化と高齢化の進展に 物困難地域の拡大等に加え、過疎化と高齢化の進展に

より、集落の地域活動等を支える担い手が不足し、集 より、集落の地域活動等を支える担い手が不足し、集

落の維持存続さえ危ぶまれる地域もある。 落の維持存続さえ危ぶまれる地域もある。

このため、私たち鳥取県民は、中山間地域に暮らす このため、私たち鳥取県民は、中山間地域に暮らす

人々が誇りをもって安心して生活を営み、また、中山 人々が誇りをもって安心して生活を営み、また、中山

間地域の貴重な資源と公益的な機能、人と人、人と地 間地域の貴重な資源と公益的な機能を次世代に引き継

域とのきずなの強さを次世代に引き継ぐため、県、市 ぐため、県、市町村、県民、特定非営利活動法人、事

町村、県民、特定非営利活動法人、事業者等の多様な 業者等の多様な主体が地域住民と協働し、共に手を携

主体が地域住民と協働し、共に手を携え、中山間地域 えて中山間地域の振興に取り組んでいくことが必要で

の有する財産を生かして中山間地域の振興に取り組ん ある。

でいくことが必要である。

このような考えに立って、県民一人一人が中山間地 このような考えに立って、県民一人一人が中山間地

域の価値を広く認識し、県民等の総意の下、行政機関 域の価値を広く認識し、県民等の総意の下、行政機関

と県民等が協働して中山間地域の振興に取り組むた と県民等が協働して中山間地域の振興に取り組むた

め、この条例を制定する。 め、この条例を制定する。

（基本方針） （基本方針）

第３条 略 第３条 略

２ 略 ２ 略

３ 中山間地域の振興は、自然環境、歴史、文化等の ３ 中山間地域の振興は、自然環境、歴史、文化等の

豊かさに加え、人と人、人と地域とのきずなの強さ 豊かさに加え、人と人との結びつきの強さやまとま

も資源と捉え、これらをはじめとする各地域の特性 りの良さも資源と捉え、これらをはじめとする各地

を十分に生かして推進されなければならない。 域の特性を十分に活かして推進されなければならな
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い。

４・５ 略 ４・５ 略

６ 中山間地域の振興は、中山間地域に存在する農林

地、宅地その他の土地及び建物等（構築物又はそれ

らに付随する工作物を含む。）（以下これらを「土

地建物等」と総称する。）の適正な保全管理と有効

活用が図られるよう推進されなければならない。

７ 略 ６ 略

８ 略 ７ 略

（県の責務） (県の責務)

第４条 略 第４条 略

２ 県は、前項に規定する行動指針の策定に当たって

は、施策の目標となる数量的指標その他の客観的指

標を設定するものとし、その達成状況を毎年度検証

しながら施策を行うよう努めるものとする。

３ 略 ２ 略

４ 略 ３ 略

５ 略 ４ 略

６ 略 ５ 略

７ 略 ６ 略

（市町村の役割） （市町村の役割）

第５条 中山間地域をその区域に含む市町村は、地域 第５条 中山間地域をその区域に含む市町村は、地域

の振興を図る上で中核となる行政組織として、地域 の振興を図る上で中核となる行政組織として、地域

づくりに取り組む人材の確保及び育成を図るととも づくりに取り組む人材の確保及び育成を図るととも

に、自らが施策を講ずるに当たっては、地域の実情 に、自らが施策を講ずるに当たっては、地域の実情

を把握し、及び自然環境、歴史、文化等の豊かさ、 を把握し、必要な主体等と連携して施策に取り組む

人と人、人と地域とのきずなの強さ、土地建物等そ よう努めるものとする。

の他の地域の資源を有効活用するなど、必要な主体

等と連携して施策に取り組むよう努めるものとす

る。

（重点的に取り組む施策) (重点的に取り組む施策)

第７条 県、市町村及び県民等は、第３条の基本方針 第７条 県、市町村及び県民等は、第３条の基本方針

にのっとり、相互に連携し、及び協力して、次に掲 にのっとり、相互に連携し、及び協力して、次に掲

げる施策に重点的に取り組むものとする。 げる施策に重点的に取り組むものとする。

(１) 災害に強い安全な地域づくりの推進に関する

施策で次に掲げるもの

ア 住民の防災意識を高め、災害への事前の備え

の充実を図ること。

イ 誰もが安心して生活できるよう、周辺地域と

の連携及び多様な主体の参加による共助の仕組

みの確立を図ること。

ウ 消防団及び自主防災組織など消防防災体制の
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強化を図ること。

エ 防災機能又は避難所機能を備えた住み慣れた

地域で暮らし続けるための地域生活を支える拠

点の整備を図ること。

オ 産業又は生活の基盤として整備される施設の

強じん化及び防災施設の整備を図ること。

(２) 安心な定住環境の確保及び充実に関する施策 (１) 安全かつ安心な定住環境の確保及び充実に関

で次に掲げるもの する施策で次に掲げるもの

ア 略 ア 略

イ 地域における医師、看護人材及び介護人材の イ 地域における保健医療サービス及び福祉サー

確保等による保健医療サービス及び福祉サービ ビスの維持及び充実を図り、住民が自らの健康

スの維持及び充実を図り、住民が自らの健康の の保持増進に努められるようにすること。

保持増進に努められるようにすること。

ウ 子どもに対する教育、保育等の子育て環境を

整備し、住民が安心して子どもを生み育てるこ

とができる環境を確保すること。

ウ 地域の見守り活動及び防犯に係る活動の推進 エ 地域の見守り活動及び防犯に係る活動の推進

を図ること。 並びに消防防災体制の強化を図ること。

エ 略 オ 略

オ 略 カ 略

(３) 集落機能の維持及び集落活動の担い手に関す (２) 集落機能の維持及び集落活動の担い手に関す

る施策で次に掲げるもの る施策で次に掲げるもの

ア 地域づくりの担い手、推進役又は支援役とな ア 地域づくりの担い手、推進役又は支援役とな

る人材、団体等の確保及び育成を図るととも る人材、団体等の確保及び育成を図るととも

に、多様な主体の地域づくりへの参加及び協力 に、多様な主体が地域づくりに参加し、及び協

を促進し、その活躍の推進を支援すること。 力することができるように、地域づくりを行う

人的及び組織的なネットワークの構築を図るこ

と。

イ 地域づくりを行う人的及び組織的なネットワ

ークの構築を図ること。

ウ 著しい人口の減少及び高齢化により地域社会 イ 著しい人口の減少及び高齢化により地域社会

の活力が低下している地域において、住民の安 の活力が低下している地域において、住民の自

心な日常生活及び社会生活を確保し、並びに災 立した日常生活及び社会生活を確保するため、

害に備えるため、周辺地域との連携及び県民等 県民等が共に支え助け合う仕組みの構築を図る

が共に支え助け合う仕組みの構築を図ること。 こと。

ウ 地域における人口の減少を抑制し、地域の活

力を維持するため、地域に移住し、定住する者

の増加を図ること。

(４) 略 (３) 略

(４) 産業の振興に関する施策で次に掲げるもの

ア 地域の特色を生かした農林業等の生産から販

売までの体制の強化を図ること。

イ 農林業等、商工業及び観光業が連携し、地域

資源を活用した新しい産業の創出を図ること。

ウ 地域産業を支える人材の育成、企業の誘致等
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による就業の場の確保を図ること。

エ 地域の発展及び活性化に役立てるため、

コミュニティビジネスの創出及び展開を図るこ

と。

オ 地域の再生可能エネルギー源を有効に利活用

することにより、新たな産業の創出、雇用の拡

大等を図ること。

(５)～(７) 略 (５)～(７) 略

(８) 中山間地域の特色を生かした産業の振興及び

仕事の創出に関する施策で次に掲げるもの

ア 地域の特色を生かした農林業等の生産から販

売までの体制の強化を図ること。

イ 農林業等、商工業及び観光業が連携し、地域

資源を活用した新たな産業の創出を図ること。

ウ 地域の発展及び活性化に役立てるため、

コミュニティビジネスの創出及び展開を図るこ

と。

エ 地域の再生可能エネルギー源を有効に利活用

することにより、新たな産業の創出、雇用の拡

大等を図ること。

(９) 移住の推進等による新たな人の流れの創出に

関する施策で次に掲げるもの

ア 地域における人口の減少を抑制し、地域の活

力を維持するため、地域に移住し、定住する者

の増加を図ること。

イ 地域の産業を支える人材の育成、企業の誘致

及び就業の場の確保を図ること。

ウ 管理が困難となり放棄され、又は放置される

おそれのある土地建物等の情報を収集し、利活

用を希望する者に提供するなどしてその有効活

用を図ること。

(10) 子どもに対する教育、保育等の子育て環境を

整備し、住民が安心して子どもを生み育てること

ができる環境の確保を図ること。

附 則

この条例は、平成29年４月１日から施行する。
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